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令和５年９月７日 開会 

令和５年９月28日 閉会 

  （定例第４回） 



南部町告示第126号

令和５年第４回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年８月21日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和５年９月７日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和５年 第４回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和５年９月７日（木曜日）

議事日程（第１号）

令和５年９月７日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 令和４年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 令和４年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第38号 令和４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第39号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第40号 令和４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第41号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第42号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第43号 令和４年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第14 議案第44号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第45号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第46号 令和４年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第17 議案第47号 令和４年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第18 議案第48号 令和４年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第19 議案第49号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

日程第20 議案第50号 南部町営バスの管理及び運行に関する条例の一部改正について

日程第21 議案第51号 令和５年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第52号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第23 議案第53号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第54号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第55号 令和５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第26 上程議案に対する質疑

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 令和４年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第５号 令和４年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第６号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第38号 令和４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第39号 令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第40号 令和４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第41号 令和４年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第42号 令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第43号 令和４年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第14 議案第44号 令和４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第45号 令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第46号 令和４年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第17 議案第47号 令和４年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第18 議案第48号 令和４年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第19 議案第49号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

日程第20 議案第50号 南部町営バスの管理及び運行に関する条例の一部改正について

日程第21 議案第51号 令和５年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第22 議案第52号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）
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日程第23 議案第53号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

日程第24 議案第54号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第55号 令和５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

出席議員（14名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 10番 板 井 隆君

11番 細 田 元 教君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 杉 谷 元 宏君

書記  雄 勇 飛君

書記 藤 下 夢 未君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 土 江 一 史君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 石 谷 麻衣子君

企画政策課長 田 村 誠君 デジタル推進課長 美 甘 哲 也君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 三 輪 祐 子君

町民生活課長 渡 邉 悦 朗君 子育て支援課長 芝 田 卓 巳君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君
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病院事務部長 山 口 俊 司君 健康福祉課長 前 田 かおり君

福祉事務所長 泉 潤 哉君 建設課長 岡 田 光 政君

産業課長 藤 原 宰君 農業委員会事務局長 亀 尾 憲 司君

監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和５年９月定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今年の夏は梅雨明けから記録的な猛暑日が続き、９月になっても３０度を超える残暑厳しい毎

日が続きました。ようやく朝晩に秋の気配が感じられるようになってまいりましたが、気候が変

化する時期、町民の皆様には、くれぐれも体調管理、健康管理に留意され、御自愛なさいますこ

とを御祈念申し上げるところであります。

議員各位におかれましては、日頃より町民皆様の負託に応えるべく、精力的に活動いただいて

おりますこと、御礼申し上げます。

鳥取県に８月１５日上陸した台風７号による我が南部町への影響はほとんどなかったところで

ありますが、県内東部、中部を中心に甚大な被害を及ぼし、最大８５３世帯、１，８１４名が孤

立、被害額は２３４億円以上に上り、過去２０年で最悪の被害となりました。今回の災害を教訓

として、検証と対応策を検討していかれるところですが、同時に一日も早い復旧を願っていると

ころであります。

本定例会におきましては、令和４年度決算認定、令和５年度補正予算案、条例、そのほか重要

な案件について御審議いただく予定になっております。

後ほど町長から提出議案の内容について説明がございますが、提出されております諸議案に対

し慎重審議をいただき、適正かつ妥当な議決に達すること、お願いするものであります。

議員各位におかれましては、町民皆様の負託に応えられますようさらなる御精励をお願い申し

上げ、開会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） 議員各位におかれましては、令和５年第４回南部町議会定例会を招集し

ましたところ、御出席いただき開催ができますことに御礼を申し上げます。

さて、朝夕の気温が秋らしく感じられるようになってきました。町内でも稲刈りが始まり、秋

本番を迎えます。しかし、丸３年を超す長期にわたったコロナ禍は、その間の集落、振興協議会、
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町の行事を中止、または縮小に追いやりました。高齢化の進む町内にあって、町民がつながり支

え合うことは、日常の暮らしはもとより、激甚化する豪雨、豪雪などの防災上も重要です。この

４月から町内４８か所で行われていますいきいき百歳体操の活動現場を回って皆さんの日々の暮

らし向きについて伺い、御要望などを聞いてるところでございます。これまで３５か所で御意見

をお聞きしました。その中でも特に訴えられたことが免許返納後の移動手段でございました。病

院や買物への移動手段の確保、公共交通の重要性を再認識したところでございます。また、自宅

や農地など、個人資産を相続する人がいないといった事情や、空き家などの不安もお聞きしてお

るところでございます。行政課題として、このような課題にどのように対応できるのかを今後探

ってまいりたいと思います。

次に、この夏に行われました町外、県外から人を呼び込む３事業を御紹介をいたします。まず、

ＪＩＣＡグローカルプログラムは、２年間の海外赴任前の３か月間、南部町で自らが考えた町の

課題解決に孤軍奮闘するプログラムでございます。今年の夏、３期目の隊員３名が南部町に滞在

中でございます。冬にはそれぞれガーナ、ペルー、東ティモールに旅立っていきますが、任国で

の活動はネットを通じて南部町と交流を続け、ぜひ２年後に南部町に帰ってきてくれることを期

待しているところでございます。２つ目は、親子ワーケーションで、地域おこし協力隊ＯＧの井

上可奈子さんが会社を立ち上げ、南部町内に融資してくれています。今年はニューヨーク、東京、

愛媛から３組の親子が参加し、南部町の暮らしを満喫してくれました。３つ目は、２年目を迎え

た企業型ワーケーションモニターツアーで、本年は大手旅行会社ＪＴＢの本社社員１１名が緑水

湖研修館でのリモートワークとなんぶ暮らしを体験してくれていました。仕事がしやすい環境に

太鼓判をいただいたところでございます。これら３つの事業を通じて、南部町にいながら日本中、

世界中とつながり、ストレスなく仕事ができるデジタル環境あってのものでございます。里山暮

らしとデジタル環境の相性のよさを実感した取組でございました。

最後に、経済対策と地域通貨について御紹介し、町民の皆様の生活応援、そして地域のお店を

守る地域経済対策への御理解をお願いしたいと思います。本年１１月からいよいよ１人当たり４，

５００円分のポイントを付与した地域限定のポイントカード、たすかーどが始まります。１０月

下旬に各御家庭へたすかーどを郵送してまいります。商工関係者と連携し、このたすかーどを使

って町内で買物をすることで、お金が町内で回る経済循環に御協力いただきたいと思います。

６月議会以降の火災はありませんでしたが、秋は空気が乾燥しますので、町民の皆様には火の

取扱いには十分注意いただきたいと願っております。

また、台風や秋雨前線による集中豪雨に警戒する時期を迎えます。町民の皆様には、昨年４月
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にお配りした最新のハザードマップを御家族で改めて確認いただき、お住まいの地域と自宅が土

砂災害や洪水のリスクがあるのかを御確認いただきたいと考えます。ふだんから避難場所を２か

所以上話し合って決めておき、避難の際には隣近所もぜひ誘っていただきたいと思います。また、

防災監に加え、経験豊富な防災アドバイザーも設置しておりますので、集落や振興協議会などで

の防災訓練にぜひお声かけをいただきたいと思います。

次に、人口動態について御報告をいたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は

１１人、お亡くなりになった方は４０人でございました。御冥福をお祈りいたしますとともに、

誕生された子供たちの健やかな成長を御祈念いたします。８月末現在の人口は１万２８８人でご

ざいました。高齢化率は３８．６３％、８月末現在の今年度の出生者は２０人でございます。前

年同期と比較しますと人口は９７人の減、高齢化率は０．３２ポイントの増加、出生数は３人の

増となっております。

本定例会におきましては、令和４年度各会計ごとの決算認定をはじめ、令和５年度一般会計補

正予算、条例関係など１８議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政

の推進に必要不可欠なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき御承認を賜りま

すようお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（景山 浩君） これより会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、令和５年第４回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

６番、長束博信君、７番、白川立真君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２２日間といたしたいと思います。これに御異議あ
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りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２２日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

まず最初に、日本海政経懇話会６月例会の報告をいたします。

去る６月２３日、米子市のＡＮＡクラウンプラザホテルにおいて、日本海政経懇話会６月例会

が開催され、講演を聴講してまいりました。

演題は「ロシア・ウクライナ戦争と日本の安全保障」で、講師は東京大学先端科学技術研究セ

ンター専任講師で、軍事アナリストの小泉悠氏でありました。

講演内容は、このたびのロシアによるウクライナ侵攻では、１週間から２週間での終息を想定

していたと思われるロシアの思惑が大きく外れ、悲惨な消耗戦の様相を呈してきている。すぐに

降伏すると思っていたウクライナのゼレンスキー大統領は非常に上手に戦時下の大統領を演じ、

ばらばらだった国民を団結させてしまい、ロシアにとっては誤算続きの戦争となっている。日本

では、ロシアだけが悪いのではないという意見もあるが、今回の侵攻はロシア人を妻に持ち、親

戚もロシア人である私の目から見ても明らかにロシアに非がある。ロシアによる住宅地への強力

兵器の使用や占領地での残虐行為が組織的に行われており、ロシアの恐ろしさが際立っている。

日本政府はクリミア事変の折に、安倍政権が北方領土返還を意識して欧米と一線を画した対応を

取り、ロシアへの制裁に加わらなかったが、結果としては、日本側が大きく譲歩した二島返還の

交渉条件にロシア側は在日米軍の引揚げを要求してくるなど、何も成果を得ることはできなかっ

た。ロシアは軍事力維持に特化した国家であるが、経済力の限界もあり、極東戦力は８万人と小

さく、すぐに日本に攻めてくる危険性は小さい。台湾の問題もあり、日本としてはロシアの今回

の行動をきちんと否定しておくことが国益になるという非常に興味深い講演でありました。

次に、西部町村議長会臨時総会の報告をいたします。
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６月２６日、西部町村会事務局において、西部町村会議長会臨時総会が開催されました。

審議内容は、令和４年度事業報告及び歳入歳出決算の認定について並びに役員改選についてで

ありました。

事業報告並びに歳入歳出決算については、全会一致で承認並びに認定されました。

役員改選では、県議長会の副会長であった日野町の小谷議長の御勇退を受け、西部の会長であ

った日南町の山本議長が県の副会長へ、西部の先任副会長で県の監事であった日吉津村の山路議

長が西部の会長と県の理事へ、西部の副会長の景山が先任副会長と県の監事へ、西部の監事であ

った大山町の米本議長が西部の副会長へ、そして江府町の三好議長が新たに西部の監事に就任と

なりました。

次に、令和５年度鳥取県町村議長会総会を報告いたします。

７月３日、米子市のワシントンホテルプラザにおいて、令和５年度の鳥取県町村議会議長会総

会が開催されました。

当日はまず、令和４年度の会務報告、町村議会議員の請負の状況の公表に関する条例（案）、

第３３次地方制度調査会答申に対する全国町村議会議長会等の対応についての３項目についての

報告がありました。

次に、議案審議に入り、第１号議案の令和４年度歳入歳出決算の認定、第２号議案の令和５年

度補正予算（第１号）が提案され、両議案とも全会一致で認定及び可決されました。

続いて、役員選挙に移りました。執行部提案により慣例どおり選考委員会による選考に入りま

したが、委員会が会長任期についての見解の相違から紛糾し、選考不可との結論から、会長、副

会長及び監事について投票による選挙となりました。その結果、新会長に若桜町議会議長の山根

政彦氏が、副会長に日南町の山本芳昭氏が、そして監事に北栄町の川津俊仁氏と私、景山が選任

されました。

議案第３号として、内規である役員選任基準の一部改正が予定されておりましたが、選挙によ

る役員選任を受けて急遽取下げとなり、追加議案として役員選任基準の廃止についてが提案され

ましたが、提案趣旨の説明文の不備を指摘する意見が多く、賛成少数で否決となりました。

次に、令和５年度第１回市町村議会議員特別セミナーの報告をいたします。

本年度第１回の市町村議会議員特別セミナーが７月３１日と８月１日の２日間にわたり、大津

市の全国市町村国際文化研修所において開催され、参加してまいりました。今回の研修では両日

にわたり４名の講師による講演がありました。

初日の第１講は、岡山県真庭市、太田昇氏による「脱炭素先行地域『真庭』の挑戦～地域資源
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を生かした真庭市の戦略～」と題した講演でありました。当市は、９か町が合併した約８２８平

方キロの大きな市域の約８割が森林で、日本有数の木材集散地という地域特性を生かし、地域資

源循環型の地域経営、林業や再生可能エネルギー産業の振興、環境型低コスト農業の推進、高齢

化社会に対応する共生社会の４つの柱を市の経営方針として掲げ、行政運営に取り組んでおられ

ます。バイオマスや太陽光、水力などの市内で発電したエネルギーで自給率６２％達成や、生ご

み・し尿液肥化事業を実現するなど、地域産業の振興で地域経済循環率や地域所得など、確実な

成果が上がっている事例でございました。

第２講は、人口減少対策総合研究所理事長であり、「未来の年表」の著者でもある河合雅司氏

による「～人口減少日本で地方に起きること、すべきこと～」と題した講演でありました。人口

動態面では、コロナ禍で出生数減少がさらに加速し、出生数、出生率ともに過去最低となったこ

と、出生数減少は最低１００年間は続き、勤労世代は減り続け、地域が支えなければならない人

は増加するものの、地域を支える人は急減すること、出生率が上昇しても出生数は減少すること、

東京一極集中は２０代前半女性が中心であることなど、厳しい現実を直視したお話がありました。

公共交通や医療福祉、民間の小売業などの生活関連サービス、そして議員や公務員になっていく

人も失われていく。そのような状況下で、生活エリアの集約化や地域自立型企業の立地、若い女

性の流出防止などの地域の変革に取り組むことなく、現状を維持しようとするだけの行政の方向

性の最大の被害者は、地域住民や取り残される高齢者であるという非常に手厳しい講演内容であ

りました。

２日目の第１講は、芝浦工業大学デザイン工学部教授、原田曜平氏による「Ｚ世代とこれから

のまちづくり」と題した講演で、競争意識が薄く、居心地のよさを求める一方、私を見てという

自己承認欲求が高いというＺ世代の特性を理解しなければ、地方はますます若者から見捨てられ

てしまいかねないとのお話が印象的でございました。

２日目第２講は、株式会社あわえ代表取締役、吉田基晴氏による「その地域づくり、古くな

い？ ～全国２８０以上の自治体と共創してきた、地域づくりの秘訣～」と題して、自ら四国の

人口６，０００人の美波町という過疎の町に東京から本社移転をし、成功に導いた体験談があり

ました。ＩＴ系の中小ベンチャーとしての当社は東京で人材確保難という大きな課題を抱えてい

たが、過疎地進出で社員数を３倍増できたこと、そして高品質のインターネット環境が整備され

ており、職場と住居、サーフィンなどの遊びが近接した暮らしが可能なこと、地域の温かい受入

れ体制があったことなどがこの地を進出先に選んだ理由とのことでありました。また、自分たち

の地域活動参加が町の活性化につながっているとともに、役場に入るしか若者が町に残る手段が
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なかったような町に多様性を提供できていると自負しているとの講演内容でございました。

次に、令和５年度日吉津村ほか２か町下水道協議会総会の報告をいたします。

令和５年度日吉津村ほか２か町下水道協議会総会が日吉津村のヴィレステひえづにおいて開催

されました。

当日は、主に汚泥脱水車更新に係る担当者打合せ会を内容とする令和４年度の事業報告、支出

がなく、収入額２４万１，６９２円を全額次年度に繰り越す収支決算報告、コンポスト施設休止

後の活用方法の検討や、定例会の開催等の令和５年度の事業計画及び収入支出２４万２，０００

円の令和５年度予算案が提案され、いずれも全会一致で承認されました。

また、当協議会とは別途会計となる移動式汚泥脱水車購入並びに維持管理費、各町村の汚泥脱

水作業実績についての報告等がございました。

最後に、西部議長会行政視察について報告をいたします。

西部議長会行政視察が８月２３日から２５日に、沖縄県北谷町と読谷村を視察先として開催さ

れました。

まず最初の視察先である北谷町は、町面積約１３．９平方キロのうち、約７．２平方キロが４

つの米軍基地で占められている中、２万９，０００人の町民が生活するという立地条件下の町で

ありました。そのような町であるため、米軍人による事件や事故、航空機騒音などによる問題も

抱えておられました。

当町では議員定数１９人中７人が女性議員で、この比率は３６．８％、沖縄県内でもトップと

なっています。平成６年に町制施行で初の女性議員が誕生して以来、ほぼ選挙のたびに女性議員

数が増加しています。これには、婦人会の協力を得た女性議会開催が大きな力になっているので

はないかとのお話でした。

また、当町では議員１人当たり月額１万５，０００円の政務活動費を支給しており、毎年７０

％から８０％が執行されてきましたが、この３年間はコロナの影響もあってか、活用が低調にな

っているとのことでありました。

次の視察先である読谷村は、村面積３５．２平方キロのうちの約３６％が米軍基地で占められ

ており、約４万２，０００人が暮らす村でありました。当村では返還された軍用地の宅地化が進

んでおり、今後も人口増加が進み、約４０年後もほぼ現在と同水準の村民数が維持されるとの予

測がなされているようです。

戦争の歴史から平和に勝る福祉はないことを学び、「人間性豊かな環境 文化村」を村のスロ

ーガンに掲げ、村づくりに邁進しておられるとのことでありました。
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両自治体ともに観光業が盛んで、ホテルやマンションが建ち並び、飲食店も多く見られ、市街

地化、ビル街化が進み、非常に活気あふれた町村でありました。

以上、各議案や研修資料等につきましては、事務局に閲覧に付しておりますので、申し添えま

す。

次に、議員からの報告を受けます。

西部議長会正副議長・局長研修会及び西部議長会自治功労者表彰式及び議員研修会、板井隆君。

○副議長（板井 隆君） １０番、板井隆です。去る７月７日、西部町村正副議長・局長合同研

修会が伯耆町で開催されましたので、報告いたします。

午前中は現地調査で、岸本温泉ゆうあいパルと併設するフィットネス＆スタジオパルの視察で

した。当初、社会福祉協議会事務所であったスペースを平成２９年にフィットネスジムに転用し、

黒字経営を続け、住民の健康福祉に寄与されておられました。

次に、ロイヤルシティ大山リゾートで、別荘分譲に加え、移住を推進している対応をされてい

たウェルカムオフィスでの視察でした。今では別荘敷地に６０組近くの移住者が生活し、自治会

としての役割をこの事務所の方が対応しながら、住民とのコミュニケーションを図っておられま

した。

午後は、伯耆町庁舎で議会における運営方法について、各町村からの質問に答えながらの意見

交換会を行いました。

最後に、西部町村事務局より、近年の議員の成り手不足に対応として、議員の報酬、定数につ

いて協議を各町村に持ち帰り、検討いただきたいとの申入れを受け、研修会を終了しました。

以上、西部町村正副議長・局長合同研修会の報告といたします。

次に、西部町村議会議長会表彰式並びに研修会の報告を行います。

去る８月２１日に、伯耆町鬼の館において、西部町村議会議長会自治功労者表彰式並びに町村

議会研修会が開催されました。

永年表彰につきましては、我が南部町議員の該当はありませんでした。その後、２人の講師に

よる講演がありました。

最初に、西部総合事務所所長、中原美由紀氏によるコロナ後の鳥取県の取組について、元気の

出る県民への周知と観光の推進を続けていきたいというような内容での話をお聞きしました。

次に、株式会社オロチ代表取締役社長、相見晴久氏による「川上（生産）から川下（消費地）

へ －日野川流域の林業について－」と題した講演をお聞きしました。中で最後に、細田議員の

ほうから鳥取ＣＬＴとの連携についての質問があり、オロチとしての考え方を社長から聞くこと
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ができ、大変参考になったと思っております。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、民生教育常任委員会の報告を求めます。

委員長、白川立真君。

○民生教育常任委員会委員長（白川 立真君） 去る８月３日、さくら保育園、８月２２日、つく

し保育園の視察を行いました。これはさくら保育園、つくし保育園の統合計画に関して、当委員

会では園舎の老築化を中心に視察調査を行ったものであります。

まず、築４３年になるさくら保育園では、廊下、床の傷みをはじめ、水回りやテラス屋根など、

経年劣化による修繕跡が見られました。さらに更衣室もなく、仕切りにはめ込んであるガラス板

は保育士が相当に気を遣うところだと伺いました。

つくし保育園では築３５年と、さくら保育園より比較的新しいですが、雨漏りの影響なのか、

床や柱の基礎部分の傷み、屋根材の剥がれ、布団をしまう押し入れの傷みなど、多数修繕してい

ることが分かりました。

両園とも西部地震後の影響がじわじわと出てきたのではと考察しております。

さて、両園の歴史は時代の流れとリンクしております。昭和３０年代の三ちゃん農業と言われ

た時代、この三ちゃん農業というのは、おじいちゃん、おばあちゃん、お母ちゃんのことですが、

この高度経済成長期にあって、お母さんもお勤めし、家計を支える一員としてあった時代、子供

たち、とりわけ幼児を誰が見るのかという課題の中でこの両園は生まれております。しかし、今、

子供たちも減り、園舎も老朽化し、保育士の確保も難しいという時代にあって、私たちはその課

題に答えを出していかなくてはと考察しております。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、広報常任委員会の報告を受けます。

副委員長、田光雄君。

○広報常任委員会副委員長（田 光雄君） １番、田です。去る８月７日に、三朝町の渓泉閣

にて鳥取県町村議会広報研修会が開催され、加藤委員長、板井議員との３人で参加してきました。

講師は、芳野政明先生による「住民に読まれ・伝わる 議会の見える化へ」のテーマで研修が

行われました。

内容は、議会だよりの発行の意義、目的からレイアウトなどの編集まで多岐にわたり、基本的

なことが中心の研修でした。誰のため、何のための議会広報なのかを強く熱く語られておられま

した。住民が何を望み、それを酌み取り伝えること、議会からの一方的な発信ではなく、住民の

参画を促し、意見や要望等を聞く編集を行わなければいけない。住民目線での情報発信を念頭に、

読みやすく見やすい議会広報の大切さを再確認させられた研修会でした。以上です。
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○議長（景山 浩君） 次に、議会改革調査特別委員会の報告を受けます。

委員長、板井隆君。

○議会改革調査特別委員会委員長（板井 隆君） 議会改革調査特別委員会委員長の板井です。

先週９月２日に、総合福祉センターいこい荘で、つくし・さくら保育園の保護者の方々を対象に

意見交換会を開催しましたので、報告します。

当日の保護者の方の参加は６人でしたが、保育園の統合について、両保育園施設の現状、統合

保育園の運営、設備、建設場所など、統合に伴う保護者の方の意見を聞くことができました。既

に執行部より両保育園の保護者の方に対しての説明会が開催された後でもありましたので、具体

的な意見を聞くことができました。

施設の現状について、つくし保育園は法勝寺川氾濫の危険性があり、一刻も早い新設を希望し

ている。運営については、民営化による運営が不安であったが、町との連携があると聞いて安心

をした。統合に関しては、園児定数の減少で通園させたい保育園に通えるかどうか心配である。

先日の保護者への説明会の案内文に決定理由の説明とあった。いつ意見を言えばよいか納得がい

かなかった。建設場所については、朝の通園をさせるときの５分、１０分をどう捻出していくの

か、保護者の立場も分かっていただきたい。ほかにも交通アクセスなど、立地場所についても意

見をいただきました。

今議会の一般質問で何人かの議員が質問をいたします。町民の皆様には、議場での傍聴、ＳＡ

Ｎチャンネルでの視聴をいただくことをお願いして、報告といたします。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会の報告を受けます。

加藤学君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（加藤 学君） ２番、加藤学です。去る８月１７

日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に提案された議案は３点です。令和４年度歳入歳出決算認定、南部町・伯耆町清掃施設

管理組合議会の個人情報の保護に関する条例制定、令和５年度補正予算、以上の３点です。

令和４年度決算認定につきましては、歳入総額２億１，７９６万１０６円、歳出総額２億１，

２２７万５，８９７円、歳入歳出差引き額５６８万４，２０９円、実質収支額も同額の５６８万

４，２０９円。

歳入のうち１億６，８７８万８，０００円が両町の負担金であり、南部町が８，１４７万７，

３４３円、伯耆町が８，７３１万６５７円でした。

また、可燃ごみ搬入量につきましては年間で４２５６．６１トン、前年比に比べて３３．０８
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トンの増、総収集量は５．８４トンの増、直接搬入量は２７．２４トンの増となっております。

今回、この令和４年度歳入歳出決算認定については、賛成多数で原案のとおり認定されました。

また、その中で、現在のクリーンセンターは西部広域が進めている施設の開業する予定で大規

模な延命工事を行ったが、予定が遅れる可能性がある。今、米子市彦名から要求書が提出されて

いるが、これの対応は考えているのか、また、ごみ質検査と利用料値上げの検討が必要ではない

かといった質問がなされました。

次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会の個人情報の保護に関する条例制定については、

個人情報保護法の施行に伴い、地方議会は法の適用除外となるため独自の条例等の整備が必要に

なり、条例制定するものでした。これは全会一致で可決となりました。

また、令和５年度補正予算は、前年度繰越金を歳入で計上し、電気料金高騰による光熱水費、

環境測定器の更新に伴う備品購入費、職員退職に伴う退職手当特別負担金が提案されました。補

正額は歳入歳出それぞれ５６８万３，０００円を追加し、歳入歳出の総額が２億２，３６８万３，

０００円となるものでした。これは全会一致で可決されました。

以上、議案書につきましては事務局に置いておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いしま

す。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会の報告を受けます。

細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） 南部箕蚊屋広域連合議会８月定例会の報告をい

たします。

去る８月３０日、令和５年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、令和４年度一般

会計決算、介護保険事業特別会計決算並びに令和５年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会

計補正予算が提案されました。

令和４年度一般会計決算は、歳入総額５億４，１３２万９，０００円、歳出総額５億３，８３

７万３，０００円で、歳入歳出差引き額は２９５万６，０００円でした。前年度と比較し、歳入

は６２３万７，０００円、１．２％の増、歳出は８０７万４，０００円、１．５％の増でした。

増額の主な要因は、特別会計との繰入金、繰出金の増となっています。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３２億２，４１５万２，０００円、歳出総額２９億１，

９２９万６，０００円で、歳入歳出差引き額は３億４８５万６，０００円でした。前年度と比較

し、歳入は５，８９６万２，０００円、１．９％増、歳出は８，７７４万４，０００円、２．９

％の減でした。保険給付費は２７億１８５万７，０００円と、前年度と比較して１億１，０４１
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万７，０００円、３．９％の減となり、計画値に対し９０．２％の執行となりました。

令和５年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ４，４７７万増額し、歳入歳出総額

は５億７，４７７万となりました。

介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ２億６，３５９万９，０００円を増額し、歳入

歳出総額は３４億２，９５９万９，０００円となりました。

一般会計、特別会計とも令和４年度決算に基づく補正が主なものでした。

決算、補正予算とも総務民生常任委員会に付託し、審査された結果、本会議で認定、可決され

ました。

以上で南部箕蚊屋広域連合議会の報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、鳥取県町村議会女性議員研修会の報告を受けます。

真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 令和５年度鳥取県町村議会女性議員研修会の報告をします。

去る７月２０日、湯梨浜町国民宿舎水明荘内で開催された県町村議会女性議員研修会に出席し

てきました。

今回の研修は、「鳥取県町村議会女性議員がつながって支えあうための仕組みづくり」、副題

として「ハラスメント対応などの知恵とスキルを共有する」という演目で、ワークショップ形式

で講義・討議をするというものでした。

講師には、一般社団法人ＷＯＭＡＮ ＳＨＩＦＴ代表理事で、東京都台東区議会議員の本目さ

よさん、同じく理事の目黒区議会議員のたぞえ麻友さんのお二人でした。お二人とも子育て真っ

最中の方でした。

講演の内容は、女性特有の悩みであるハラスメントに関すること、ハラスメント撲滅のための

効果的な仕組みや制度、政治分野における男女共同参画、相談体制の整備等、地方議員の現状に

ついて等でした。

この団体の目的は、届きづらい女性の声を政治につなぎ、一つずつ実現していくということで、

超党派の議員のネットワークを形成して、議員を応援したい、関わってみたいという市民とのつ

ながりと活動の創出をする、こういう団体だそうです。

問題意識としては、政治の世界の多様性の欠如を上げていました。若手が少ないこと、４０歳

以下の議員が全体の１０％にも満たないこと、これ全て地方議会です。女性議員が町村では１２

％未満、４０歳未満の女性議員は全体の１％にすぎないことなどから、特に若い女性議員を増や

す必要があり、その体制と支援をすることに取り組んでいる、このような団体だということでし
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た。

その中で、議員になっても辞めてしまう女性議員が多く、２期目の壁があると報告していまし

た。議会には独特のルールがあり、男性社会であることや、ハラスメントなどでストレスを受け

ることが多いことから、議員になっても有権者からの声や自分のやりたいことがなかなかできな

い、こういう声がたくさん届いているそうです。そういう中から、政策実現できる女性議員を増

やし、地方議員を女性のキャリアの選択肢の一つにする、そして政策実現するためには何が必要

かなどを今回はグループに分かれて話をしました。それぞれが女性議員として取り組みたい内容

を出し合ったのですが、福祉、教育関連分野がやりたいこととして多くの方が上げていました。

県内町村の女性議員はそれぞれに自分の活動にやりがいを感じ、たくましく頑張ってるとの感を

持ちました。講師の方のように大都市だと有権者の顔が見えにくいのかもしれないだろうが、県

内の女性議員は周りの地元の方々と要求実現に取り組んでいる様子が非常にたくましく感じまし

た。

ハラスメントの問題では、議会での暗黙のルールというようなものがあって、なかなか発言を

させてもらえないとか、有権者から無理難題に対応するのを苦慮しているとかの話が出されてい

ました。また、無所属の議員が多かったことから、選挙で応援してあげたのだから党に入れとか

言われて困っている。自分の考えと違うしと深刻に悩んでおられる議員もおられ、その悩みを打

ち明けていました。

お互いに困難なことを話し合って一緒に考える、超党派で情報の交流や政策論議、それらがで

きる基盤をつくろうということで、県内町村女性議員は超党派でＬＩＮＥでつながりました。こ

の研修会の一番の成果かもしれません。彼女たちと共に頑張ろうと思いを新たにして帰ってまい

りました。以上、報告いたします。

○議長（景山 浩君） 最後に、日本海政経懇話会８月例会の報告を受けます。

加藤学君。

○議員（２番 加藤 学君） ２番、加藤学です。８月２２日火曜日、１４時３０分より皆生グ

ランドホテルにおいて、新日本海新聞社主催による日本海政経懇話会２０２３が開催され、講演

会が行われました。

講師は、元衆議院議員で現在は企業顧問やテレビコメンテーターとして活動されている金子恵

美氏、タイトルは「輝く女性が日本を救う」でした。

タイトルが「輝く女性が日本を救う」というものでしたが、当時、自民党女性局がフランスへ

視察研修へ行った際、エッフェル塔のポーズをＳＮＳにアップしたことで炎上していたこともあ
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り、松川るい氏が子供を連れて参加したことに問題はなかったが、日本大使館の職員を使ったこ

とに問題があった。今井絵理子氏が外交のために行ったと発言したことには問題があった。また、

ちょうどアルプス処理水の排出が間近になっていたこともあり、処理水の話について１時間は話

せるけれども、今日は女性の問題について話をするといった枕がありまして、本題に入りました。

生涯未婚率、年収、学歴、職業の壁などで男女間の二極化が拡大している。女性が第１子を出

産してから就業継続率が５０％である。日本の夫は７割が家事、育児に参加しているが、家事に

参加している割合は少ない。男性が家事に参加すると人口減少対策、少子化対策になる。また、

男性で育休を取る人は多いが、増えない。理由は、育休を取ると年収が減少するからであり、育

休を取っても収入が減らない対策が求められている。

また、企業の取組としては、会社によっては育児をしている人だけを集めた部署をつくること

によって、会社の中で友軍課をつくり、業績を伸ばした会社がある。また、女性は家庭に入って

の考え方が日本には根強い。日本では女性問題であるが、外国では社会問題として取り扱ってい

る。また、女性がリーダーシップを発揮し、社会を牽引する時代が来る。それに伴い、女性役員

が少ないが、女性が活躍する会社が投資の対象になる、こういったような講演があり、最後に、

国会議員時代の御自身の座右の銘で、１、意見の違いを認める。２、相手を変えるより自分を変

える。３、相手のよいところに着目する。この座右の銘の説明で講演を締めくくられました。以

上です。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第４号 及び 日程第６ 報告第５号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第４号、令和４年度決算に

基づく健全化判断比率について及び日程第６、報告第５号、令和４年度決算に基づく資金不足比

率についてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。

町長より報告を受けます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。では、報告第４号です。令和４年度決算に

基づく健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和４年度決算に基づ
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く健全化判断比率を次のとおり報告いたします。

次ページを御覧ください。判断比率の報告書でございます。これより各指標、数値の御説明を

いたします。令和４年度決算について算定したところ、いずれの指標についても早期健全化基準

を下回っております。

実質赤字比率は、一般会計、墓苑事業特別会計を合算し、算出をいたします。また、連結実質

赤字比率は、病院事業会計や水道事業会計を含む本町の全ての会計を合算し、町全体として赤字

の有無を判断するものでございます。なお、例年同様、令和４年度決算におきましても、両指標

について赤字は算出されませんでした。

次に、実質公債費比率です。将来負担比率でございますが、これは南部町の借入金の返済額の

大きさや、町全体の負債の大きさを示す指標でございます。令和４年度は実質公債費比率９．６

％、将来負担比率６．２％と、いずれも早期健全化基準の２５％、３５０％を下回っております。

以上、報告です。

続きまして、令和４年度決算に基づく資金不足比率について説明をいたします。報告第５号、

令和４年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和４年度決算に基

づく資金不足比率を次のとおり報告いたします。

次ページをお願いします。資金不足比率の報告書でございます。各特別会計の決算に基づき、

資金不足比率を算定した結果、全ての会計で資金不足は生じておりませんでした。したがいまし

て、資金不足比率も算定されていません。経営健全化基準の２０％を下回っております。各会計

とも健全な運営がなされていることから、一般会計への影響は大きくなく、問題はございません

でした。以上で報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第４号、令和４年度決算に基づく健全化判断比率について及

び報告第５号、令和４年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・

日程第７ 報告第６号

○議長（景山 浩君） 日程第７、報告第６号、法人の経営状況についての報告を受けたいと思

います。

企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。報告第６号、法人の経営状況について。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の
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とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、令和４年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を御報告いたします。こち

らのほうは３月に開催した理事会にて御承認いただいているものでございます。

報告書を開いていただき、事業内容を要約して説明いたします。ミトロキリサイクルセンター

におきましては、既に平成２５年度末で残土受入れは終了しています。受入れ実績は４７万１，

７２９立方メートルでございます。

令和４年度についても、土地の移動や大規模な工事がなかったことを報告いたします。

それでは、第４８期における決算状況について説明いたします。決算関係資料の５ページ、損

益計算書を御覧ください。

損益計算書の事業収益のところはございません。

事業の総利益についてもございません。

その下の販売費・一般管理費が８万１，３３８円の損失、それに営業外の収益が１１４円、そ

の他特別損益はございませんので、当期の純利益は８万１，２２４円の損失となります。

次に、ページが飛びますが、１２ページを御覧ください。１２ページです。ここには剰余金計

算書をつけております。令和３年度末の繰越利益準備金が７６５万８，３０８円でございます。

先ほどの当期純利益８万１，２２４円を差し引きますと、令和４年度末の繰越利益準備金は一番

下で７５７万７，０８４円となります。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費節減に努め、健全

な財務運営を心がけます。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 産業課長、藤原宰君。

○産業課長（藤原 宰君） 産業課長です。私のほうからは、株式会社緑水園、そして一般財団

法人南部町農村振興公社、こちらのほうの報告をいたします。

初めに、株式会社緑水園について報告をいたします。ページはぐっていただきまして、まず事

業報告となります。１ページ、２ページ目です。概要を御報告いたします。令和４年度、第１１

期ですけれども、こちらにつきましてもコロナ禍の影響は大きく、集客数全体としてもコロナ以

前と比較して約６割強にとどまるなど、依然として会社経営は厳しいものとなりました。

そのような中にあっても、従業員一丸となって営業努力がなされ、テークアウト販売の継続や

法要等への料理提供、取引先を拡大されるなど、売上高としては前年度対比で１５０％の増加と

いう結果になり、徐々に徐々にではありますが、コロナ前の状況に戻りつつあります。

一方で、費用面における価格高騰の影響は大きく、電気、ガスなどの水道光熱費の大幅な増加
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や、食材などの仕入れ材料費の増加によりまして、利益率を大幅に低下させる結果となっていま

す。

宿泊数については、本館の利用数は依然として減少している状況にはありますが、コテージの

利用に関して１棟貸しの形態が改めて見直され、リニューアルした２号館を中心に利用者数の増

加につながったものと考えています。今後も引き続き緑水園としての利点や特徴を研究し、顧客

ニーズに即したサービスの提供体制づくり、ターゲットを絞った宿泊提供など、さらに改善に努

めていきたいと考えておられます。

次に、決算状況について説明をいたします。まず、４ページの損益計算書を御覧ください。指

定管理料を含みます令和４年度の売上高合計は８，９１６万２，１８３円、売上原価は２，２９

１万７，６９８円で、差引きいたしまして売上総利益は６，６２４万４，４８５円となっていま

す。令和３年度の売上総利益は５，３０７万２，１９７円でしたので、比較しまして約１，３０

０万の収益増という結果となっています。

次に、販売費及び一般管理費は７，４０３万６，６７２円で、令和３年度と比較しまして約４

００万増加しています。

内訳につきましては、科目ごとの決算金額をはぐっていただきまして５ページ上段にお示しし

ておりますので、御確認ください。

４ページに返っていただきまして、その結果、令和４年度の営業収益は７７９万２，１８７円

の赤字という結果になっております。

営業外収益として２７５万２，４６７円の決算となっておりますが、そのうち雑収入として２

０６万３，０８７円が計上されています。その内容としましては、国の事業支援金、それから県

のコロナ応援補助金、町の竹林整備補助金などとなっております。このほか、特別利益、特別損

失、それから法人税等の租税公課によりまして、令和４年度の決算は５１０万７，２６８円の赤

字決算となっております。

３ページのほうを見ていただきまして、貸借対照表についてです。貸借対照表は株式会社緑水

園の累積資産の状況となりますけれども、先ほどの令和４年度の決算状況を反映し、資産合計は

４，９２２万６，７５７円となります。

最後に、６ページのほうをお願いいたします。６ページの株主資本等変動計算書につきまして

は、令和４年度末の純資産合計、期首残高１，３１７万１，４６６円から純損失の５１０万７，

２６８円を差し引きまして、令和４年度期末残高として８０６万４，１９８円となっております。

以上、株式会社緑水園の決算報告といたします。
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次に、一般財団法人南部町農村振興公社について報告をいたします。表紙をめくっていただき

まして、１ページをお願いします。令和４年度の事業報告です。農作業の受託及び委託事業実績

となります。農村振興公社の主な事業は、水稲、大豆、ソバに関する作業受委託となります。

水稲の関係につきましては、全体の作業受託面積を前年度と比較しますと、令和４年度は２，

４４３．３アール、令和３年度が２，７１７．４アールで２７４．１アール減少し、約１割の作

業受託減となっています。

大豆につきましては、播種や刈取りの受託面積の大きな変動はなかったものの、中耕培土の受

託実績がなく、作業全体面積としては大きく減少する実績となっています。

次に、ソバにつきましては、受託件数も減少しており、それに伴い作業全体の実績が年次的に

減少してきております。

各種作業の作業面積と農作業収入内訳の比較につきましては、飛んでいただいて７ページ、８

ページのほうにお示しをしております。後ほど御確認をお願いしたいと思います。令和４年度の

作業受託実績の総括としまして、全体の作業受託面積は年次的に減少しており、この傾向は今後

も続くものと考えられます。その要因としましては、大豆、ソバの受託についてはもともと依頼

面積が大きくないことに加えまして、継続的な作付が行われておらず、年によっては受託面積が

大きく変動するというような実態となっています。また、水稲におきましても、他の作目への転

換と、町内の農業法人や集落営農組織等への農作業委託を変更されるなどによりまして、農村振

興公社の実績減につながっているものと考えています。このような実態から、農村振興公社運営

に関しまして改めて今後の在り方について検討が必要な時期に来ているものと認識をしておりま

す。

次に、収支決算についてです。まず、３ページ、４ページのほうになりますけれども、正味財

産増減計算書を御覧ください。

経常収益は、基本財産運用益、事業収益、受け取り補助金等、雑収益を合計しまして、経常収

益の合計は８６１万８，５４０円、前年度と比較し１８２万２，２８５円の増となりました。こ

れは農作業受委託収入が減少はしているものの、令和４年度、機械導入によります町からの補助

金収入が増加したためでございます。

次に、経常費用です。事業費、管理費を合計した経常費用の合計は７６６万８，７３８円、前

年度比較で２３１万６，６３１円の増となりました。大きな要因としましては、老朽化による機

械等の修繕費、それから先ほど申し上げました機械導入に伴います減価償却費の計上によるもの

となります。
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それから、経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増減額が９４万９，８０２円の増とな

っています。これに経常外増減額、マイナスの２３７万６，００３円を差し引いた１４２万６，

２０１円のマイナスが当期一般正味財産増減額となりまして、令和４年度は赤字決算となってい

ます。これを受けまして、累積の決算を示します一般正味財産の期末残高は、令和５年３月末で

１，４３７万８，５１９円となり、指定正味財産を加えました期末残高２，４３７万８，５１９

円が南部町農村振興公社の令和４年度決算となります。

このほか、６ページのほうに令和４年度の収支決算の詳細を参考としてお示ししておりますの

で、後ほど御確認をください。以上で報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第６号、法人の経営状況についてを終わります。

ここで休憩をいたします。再開は午後２時２５分といたします。

午後２時０９分休憩

午後２時２５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

・ ・

日程第８ 議案第３８号 から 日程第２５ 議案第５５号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第８、議案第３８号、令和４年度南部

町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２５、議案第５５号、令和５年度南部町病

院事業会計補正予算（第１号）までを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第３８号から日程第２

５、議案第５５号までの提案説明をお願いします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。それでは、令和４年度の南部町一般会計歳入歳出決

算について御説明をいたしてまいります。

資料の確認をいたします。議案書、それから歳入歳出決算書、Ａ３判の令和４年度の決算資料、

この３点で説明をしてまいります。御用意をお願いします。よろしゅうございますか。

それでは、議案第３８号、令和４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。
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地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

そういたしますと、歳入歳出決算書、太いやつでございます。そっちをお願いします。これの

１１３ページ、終わりのほうです。決算書の１１３ページになります。実質収支に関する調書を

お開きいただきたいと思います。歳入総額８０億８３５万６，２７８円、歳出総額７７億１，３

０５万１３４円で、差引き額は２億９，５３０万６，１４４円。翌年度へ繰り越すべき財源の３，

３１６万８，２８６円を差し引いた実質収支額は、２億６，２１３万７，８５８円となりました。

続いて、Ａ３判の決算資料をお願いします。１ページになります。１ページ上段の表の中ほど

を御覧いただきたいと思います。先ほど説明しましたが、令和４年度実質収支額から前年度の実

質収支を差し引いた単年度収支額は、１億３５３万１，５２７円の赤字となり、当該単年度収支

額に財政調整基金への積立額を加算し、財政調整基金の取崩し額を差し引いたものに繰上償還額

を加算して求めた実質単年度収支額は、４，０５３万６３７円の赤字となっています。

次に、歳入の状況について御説明をいたします。まず、もう一度決算書のほう、お願いします。

決算書の２ページ、お願いします。歳入の状況です。まず、不納欠損額と収入未済額について御

説明をします。

決算書の２ページです。不納欠損額についてです。町税が１６２万４，０８６円となっていま

す。

収入未済額につきましては、町税が２，５４７万３８円。

４ページを御覧ください。分担金及び負担金、これが３５２万３，８０５円、これにつきまし

ては保育料と給食費ということになります。

使用料及び手数料が４６８万１，８３３円、これは住宅使用料。

諸収入につきましては、８，６７０万８，８９２円となります。

６ページの合計でございます。合計いたしますと、１億２，０３８万７，５６８円となりまし

た。

続きまして、また返っていただきます。Ａ３のもの、見ていただきます。Ａ３の資料の２ペー

ジをお願いします。歳入の状況について御説明をいたしてまいります。昨年度と比較しまして、

増減の主なものを説明いたします。

まず、自主財源についてです。町税が前年比１，２２７万３，０００円増加し、１０億１，５

５８万円となりました。主な要因は、個人町民税（所得割）、それから固定資産税（家屋）など

の増に伴うものでございます。
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続いて、分担金及び負担金が２６４万９，０００円減少し、６，６７３万７，０００円となり

ました。主な要因は、現年分の保育料、学校給食費等の減によるものでございます。

寄附金につきましては、６２４万９，０００円増加し、９，５０２万１，０００円となりまし

た。これにつきましては、がんばれふるさと寄付金が８８２万２，０００円の減少、一般寄附金

や企業版ふるさと納税が前年度より増えたことによるものでございます。

繰越金は、１億５，９８９万円増の３億７，４１７万３，０００円でございました。これにつ

きましては令和３年度の決算における繰越額となります。

自主財源の構成比率は２１．８％、前年度対比で９．１％高くなりました。

次に、依存財源でございます。各種交付金が減少してございましたけれども、地方消費税交付

金は、４００万２，０００円増の２億３，４７２万２，０００円。

地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、これ及び減収

補填特例交付金の該当がなかったため、皆減となりました。よって、７４０万円減の５４４万３，

０００円となっています。

地方交付税は、普通交付税につきましては、令和３年度限りの措置による追加配分等がなくな

ったことによりまして、７，２７６万７，０００円の減額、特別交付税は大雪に伴う除雪経費分

が増額し、７２１万８，０００円の増額、合わせて６，５５４万９，０００円減の３６億９，０

６１万７，０００円となりました。歳入全体の４６．１％と、依然として大きな割合を占めてお

ります。

国庫支出金は３億４，６２０万４，０００円減少し、１２億６，２１５万円となりました。主

な要因は、令和３年度に実施いたしました大型事業、地方創生拠点整備交付金、これはかまくら

山荘、高度無線環境整備推進事業補助金、これにつきましては光ファイバー整備、これに伴う補

助金分の減少でございます。加えまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

減などによるものでございます。

３ページをお願いします。県支出金については、１億３，８６８万５，０００円減の６億６，

２０６万６，０００円となりました。主な要因につきましては、令和３年度実施の鳥取県合板・

製材生産性強化対策事業に対する補助金の減が大きく影響をしております。

続いて、町債については２億３，１５０万円の減で、２億９，９００万円となりました。主な

ものはサテライト拠点施設整備事業債、光ファイバ整備事業債、各種災害復旧事業債が減少した

ものでございます。

依存財源の総額は、７億８，７１７万円の減の６２億６，３１４万２，０００円で、歳入全体
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の総額では６億４，１６０万９，０００円減の８０億８３５万７，０００円となりました。

下段にそれぞれの財源に占める構成割合をグラフにしています。見てとれますのが、やはり地

方交付税が大きく構造に頼っているということが見てとれると思います。

４ページをお開きください。歳出の状況について御説明をします。まず、目的別の歳出の状況

です。代表的なものを説明してまいります。

総務費は、５億３，２９７万８，０００円減の１５億４，８４６万７，０００円です。基金管

理事業１億９，４５２万７，０００円減、南さいはくサテライト拠点整備事業、かまくら山荘１

億４，８６７万３，０００円の減、光ファイバ整備事業３億９，７７８万９，０００円の減など

が主な要因となります。

民生費は、７，０４０万８，０００円減の２３億３，７４９万円です。減額要因といたしまし

て、令和３年実施の南部町ぬくもり燃料券配布事業３，８７７万４，０００円減、住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金４，１３６万５，０００円の減、子育て世帯への臨時特別給付金

事業１億４，４１４万３，０００円の減。増額要因としまして、生活困窮世帯に対する光熱水費

助成事業１，８１９万６，０００円の増、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金４，５

６２万５，０００円の増、自立支援介護給付事業２，５３３万６，０００円の増、生活保護扶助

２，１５１万９，０００円の増などでございます。

衛生費は１，６９８万７，０００円の増で、１０億３，８３１万５，０００円でございます。

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業４，０７８万４，０００円の減、二酸化炭素排出

実質ゼロ推進事業１，０２２万３，０００円の増、上下水道事業費、これは水道料金の減免分で

ございます。４，４０４万６，０００円の増などが主な要因となっています。

農林水産業費は、２億３，１７５万１，０００円減の５億２，４５０万１，０００円でござい

ます。汗かく農業者等支援事業３，０１８万７，０００円の増、農地耕作条件改善事業１，８２

０万５，０００円の減、合板・製材生産性強化対策事業２億４，０００万円の減などが主な要因

となります。

続いて、商工費は１，６９２万３，０００円の増で、１億３，０９６万８，０００円です。未

来に伝える応援チケット購入事業【第２弾】１，４９９万９，０００円の減、コロナに負ける

な！飲食業等特別応援金事業１，４２０万円の減、生活支援・地域活性化事業５，１６０万９，

０００円の増などが主な要因となります。

次ページをお願いします。続いて、土木費です。９，９２１万１，０００円の増で、４億１，

６８９万８，０００円となります。町道改良・長寿命化事業が７，８９２万１，０００円の増、

－２６－



道路維持事業が１，７５７万５，０００円の増などが主な要因でございます。

消防費は、１，９９６万４，０００円減の４，０２６万１，０００円です。非常備消防費、こ

れはＩＰ無線の購入ですが、７５９万４，０００円の増、災害対策事業、これは令和３年度の法

勝寺庁舎のキュービクルの改修です。２，７７１万８，０００円の減などが主な要因となってい

ます。

教育費につきましては２，４９９万２，０００円の増で、５億９，３６０万円となります。増

額要因は、ＩＣＴ活用事業２，２７６万６，０００円の増、法勝寺中学校バリアフリー化事業２，

３４３万円の増。減額要因は、法勝寺中学校外壁改修事業２，００２万３，０００円の減、複合

施設管理事業、これは教育費から総務費へ移管したためでございますけれども、１，３７６万９，

０００円の減などが主なものでございます。

災害復旧費は６，３７０万円の増で、２億８，０６８万１，０００円となります。令和３年度

７月、８月豪雨災害による各種災害復旧事業によるものでございます。

公債費は、７，１７８万６，０００円増の７億２，０５３万６，０００円となります。クリー

ンセンター基幹改良事業負担金の元金償還が開始されたことや、光ファイバ整備事業において繰

上償還が生じたことにより、元金が７，４４０万１，０００円の増となりました。

歳出全体の合計は、前年度比較５億６，２７４万２，０００円減の７７億１，３０５万１，０

００円となりました。

下段にはグラフをつけています。令和３年度実施の大型事業の完了によりまして、総務費、農

林水産業費が大幅に減少することとなりました。

６ページをお願いします。性質別の状況について御説明をいたします。上段が義務的経費でご

ざいます。

人件費につきましては、１，５１８万２，０００円増の１３億３８７万１，０００円となりま

した。職員給料９７８万７，０００円の増、職員手当は１，１００万２，０００円の減、会計年

度任用職員に係る報酬・給料につきましては、６３１万３，０００円増などが主な要因となって

います。

続きまして、７ページの下段のほうですけれども、人件費プラス投資的経費事業費支弁人件費

欄を御覧ください。前年度と比較しまして１，４５７万８，０００円増加し、１３億３，７２０

万８，０００円となっています。

もう一度６ページにお戻りください。扶助費です。扶助費につきましては、１億５，３１６万

９，０００円減となり、１０億４，８１３万３，０００円となりました。各種臨時特別給付金事
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業の減が主な要因となっています。

公債費は、７，１７８万６，０００円増の７億２，０５３万６，０００円となります。

義務的経費全体では、６，６２０万１，０００円減の３０億７，２５４万円で、歳出に占める

構成比は３９．９％となっております。

次に、投資的経費です。普通建設事業費６億８６７万９，０００円減で、６億４，７７１万１，

０００円となります。減額の主なものは先ほど来出ていますけれども、光ファイバ整備事業で３

億９，７７８万９，０００円の減、南さいはくサテライト拠点整備事業で１億４，８６７万３，

０００円の減、合板・製材生産性強化対策事業で２億４，０００万円の減となります。

災害復旧事業は６，２９８万６，０００円の増で、２億８，０６８万１，０００円となります。

令和３年度７月、８月豪雨災害による災害復旧事業によるものでございます。

投資的経費全体といたしましては、５億４，５６９万３，０００円減の９億２，８３９万２，

０００円となり、歳出に占める割合は１２％となっています。

次に、７ページ、お願いします。その他の経費について御説明をいたします。物件費１億６，

２１２万６，０００円増の１２億７，５３７万８，０００円でございます。これにつきましては

電算管理事務費２，６６０万６，０００円の増、しごとマッチング事業２，１００万８，０００

円の増、生活支援・地域活性化事業５，１６０万９，０００円の増などが主な要因でございます。

維持補修費は、２，０６３万５，０００円増の７，２１７万６，０００円となります。１月の

大雪による除雪経費の増が主なものでございます。

補助費等は、４，４７７万円増の１５億８，９１７万３，０００円となります。新型コロナウ

イルス感染症対策や物価高騰対策による事業実施の増減が主な要因となっています。

積立金は１億９，４５２万７，０００円減で、８，５５７万円となりました。

投資及び出資貸付金は１００万２，０００円の増で、１０４万３，０００円となっています。

これにつきましては小口融資の件数が１件から５件へ増えたというものとなっています。

繰出金は、１，５１４万６，０００円増の６億８，８７７万９，０００円となりました。各特

別会計への繰出金でございます。

結果として、その他経費全体では４，９１５万２，０００円の増の３７億１，２１１万９，０

００円となり、歳出に占める割合は４８．１％となっています。

下段にグラフをつけていますので、御確認をお願いします。読み取れますのが、普通建設事業

費が大幅に減少しているといったことでございます。

８ページをお願いします。８ページには基金の状況をつけています。まず、財政調整基金、一
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番上のほうですけれども、６０万８９０円を積み立て、８億２，２９０万３，２５４円となりま

す。減債基金は７４万２，６１２円を積み立て、１０億１，６９８万６，２２５円。特定目的基

金は、計８，４２２万６，２７７円を積み立て、１，０２８万１４１円を取り崩した結果、１４

億８，０４５万１，３６８円となり、財政調整基金、減債基金、特定目的基金の計は３３億２，

０３４万８４７円となりました。

このほか定額運用基金、特別会計基金を加えた基金の総合計は、３５億８，６１４万５，７９

４円となっています。

その下には基金の運用状況を掲載しています。一般会計基金残高、先ほど申しましたけども、

３３億２，０３４万８４７円のうち、左の表でございます。２７億２，２０４万８４７円を定期

預金にしておりますし、右側の表は６億円を債券の運用としています。下のほうの表ですけれど

も、特別会計の基金については全て定期預金としております。

続いて、地方債の状況でございます。令和４年度は一般会計で２億９，９００万円発行し、元

金償還額は６億９，８２７万７，６８７円で、令和４年度末起債残高は５９億５，４６０万６８

８円となりました。

９ページから財務状況の推移について記載をしています。９ページをお願いします。まず、歳

入歳出決算額とも令和２年度から、それ以前と比べると増加をしておりますが、これは新型コロ

ナウイルス感染症対策の影響によるものでございます。令和５年度には新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金がなくなりましたので、今後はコロナ前の水準に戻っていくものと考

えております。実質収支の推移は令和３年度が高くなっておりますが、国の経済対策等により令

和３年度に限り普通交付税が追加配分されたことなどが主な要因となっています。

続いて、１０ページをお願いします。１０ページには町税の推移を表しています。町民税は個

人町民税が１，０７９万４，０００円増加いたしました。コロナ禍からの景気回復と企業の賃上

げの動き等々により給与等が増加したものではないかと考えています。固定資産税については、

土地、償却資産は減収となりましたが、家屋についてはアパート新築等により９６９万８，００

０円の増収となりました。また、軽自動車税も買換えによる新税率の適用が進み、１３２万７，

０００円の増収となっています。

続いて、１１ページを御覧ください。地方交付税になります。

まず、普通交付税です。普通交付税と臨時財政対策債発行可能額の合計は、令和４年度３１億

８，８５７万３，０００円となり、１億９，６２４万１，０００円の減となっています。下のグ

ラフのとおり令和３年度には特別な国の措置がなされております。一時的に増加はしております
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が、今後は令和２年度並みの水準で推移していくものと考えています。

特別交付税は、前年度と比較して７２１万８，０００円増の５億４，６４４万６，０００円と

なりました。令和４年度は１月の大雪により除雪経費が増加しているものでございます。

続いて、１２ページをお開きください。一般会計等歳出決算額の性質別の推移でございます。

義務的経費においては、人件費、扶助費がともに伸びております。今後も伸びは想定されると

ころであり、義務的経費の増加につながっていくものと考えています。

物件費、補助費等は、支出に占める割合は大きなものがあります。

繰出金についても増加傾向にあり、今後も注視する必要があります。

普通建設、災害復旧費については、年によって投資活動や災害発生の状況により決算額に変動

がございます。

続きまして、一般会計等歳出決算額の人件費の推移についてでございます。令和４年度は、病

院会計を除いた正職員数は１３０人となります。令和２年度から会計年度任用職員制度が開始さ

れたことにより、会計年度任用職員報酬・給与、共済組合負担金が年々増えてきています。

続いて、１３ページを御覧ください。扶助費の内訳の推移です。扶助費を大きく占めているの

が児童福祉費で、次に障がい者福祉費となっています。令和４年度の特徴ですけれども、社会福

祉費の減は住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業の減によるもの、児童福祉費の減

は子育て世帯への臨時特別給付金事業の減によるもので、国の物価高騰対策事業が大きく影響し

ています。障がい者福祉費の増は、自立支援・介護給付事業の増によるもので、近年、増加傾向

にあります。

次に、公債費の推移ですが、これまで単年度の元利償還金を超えない範囲で起債の借入れを行

ってきております。令和４年度はこの１０年で一番少額な借入れとなりました。公債費は先ほど

から申しておりますが、光ファイバ整備事業において繰上償還を行ったことで前年度より増えて

おります。公営企業の起債残高も減少傾向にあり、公営企業債充当の繰出金も減少してきており

ます。

１４ページをお願いします。１４ページには種類ごとの基金残高の推移を掲載しております。

一般会計基金合計を見ていただきますと、平成２８年度をピークに残高は年々減少し、利息積立

て、計画的な積立てを除いた積立てができず、減債基金の取崩し額が上回り、残高が減少してき

ておりましたが、令和３年度は５年ぶりに２億弱積み立てることができました。令和４年度につ

きましては、利子積立て、それから計画的な積立てのみとなりましたけれども、減債基金を取り

崩す必要がなかったため、残高は逆に増加をしております。
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下は種類ごとの起債残高の推移を掲載しております。臨時財政対策債は減少傾向にあります。

合併特例債の借入れは令和６年度同意分で終了となります。令和４年度は法勝寺中学校バリアフ

リー化事業、これにつきましては合併特例債、テレワーク環境整備事業、これは辺地対策債、道

路整備事業や災害復旧事業に起債を活用しております。借入金額と償還額の差が大きかったこと

から残高が減少しています。

最後に、１５ページを御覧ください。地方債現在高に対する基金残高と算入交付税の推移でご

ざいます。平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたものが起債残高を上回るようになり、

令和４年度末においては２３億８，１５５万２，０００円上回っています。起債残高の減少によ

り将来負担への抑制が保たれているのが現状でございます。

残りは各種財政指標の推移を掲載しておりますので、お読み取りをいただきたいと思います。

最後に、決算書、もう一度返っていただきまして、２０２ページには財産に関する調書をつけ

ています。

加えて、２０６ページには定額基金の運用状況を掲載しておりますので、お読み取りをいただ

きたいと思います。

私のほうからは以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。議案書の２ページを御覧ください。議案第

３９号、令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１３３ページをお願いします。実質収支に関する調書です。１番、歳入総

額は１２億９，９０４万８，００２円、２番、歳出総額は１２億７，３５８万３９５円、３番、

歳入歳出差引き額は２，５４６万７，６０７円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ませんので、５番、実質収支額は２，５４６万７，６０７円となります。６番、そのうち基金の

繰入額はございません。

１２５ページをお願いします。歳出から御説明いたします。主なもので説明させていただきま

す。１款総務費です。予算現額１，０２８万９，０００円に対しまして、支出済額９８７万８，

９９１円でした。

１目一般管理費は、国保事務に要する経常的支出となります。委託料は電算処理業務委託、負

担金補助及び交付金は国保連合会への負担金になります。

－３１－



２款保険給付費です。予算現額９億８，３５４万３，０００円に対しまして、支出済額９億６，

９０７万３，８５８円でした。内訳としまして、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費が

支出済額８億３，１０５万１，３１０円で、国民健康保険の一般被保険者が医療に要した費用の

公費負担分となります。

３目一般被保険者療養費の支出済額３２０万９８１円は、一般被保険者が補装具や整体等の医

療を補完する費用に支出した公費部分になります。

５目審査支払手数料の支出済額２５９万９，５９０円は、鳥取県国民健康保険団体連合会に支

払うレセプト審査の手数料になります。

２項高額療養費は、予算現額１億３，６４０万８，０００円に対し、１億３，１０１万３，７

５０万円支出しております。（「５０円」と呼ぶ者あり）失礼しました。５０円支出しています。

高額療養費は、一月に支払われた医療費の本人負担額が個人ごとの限度額を超えた場合に、超え

た部分について支給するものになります。

１２７ページをお願いします。４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、予算現額８４万円

に対しまして、８４万円を支出しています。昨年は２名でした。

５項葬祭諸費、１目葬祭費は、予算現額６０万円に対し、３４万円を支出しております。喪主

に対して支払われる葬祭費です。昨年は１７名に支出しております。

３款国民健康保険事業費納付金は、予算現額２億６，５２１万４，０００円に対しまして、２

億６，５２１万２，３１６円を支出しております。こちらは鳥取県に支払う納付金です。医療給

付費分と後期高齢者支援金等分、介護納付金分で負担しております。

１２９ページをお願いします。６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診

査等事業費です。予算現額８６４万９，０００円に対しまして、７３４万６，８５２円を支出し

ております。被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防と、医療費の伸びを抑制することを目

的に行う特定健診などの費用になっております。

２項保健事業費は２，１４５万６，０００円の予算現額に対し、１，６３８万６，０７７円を

支出しております。１目保健施設普及費は、人間ドックやがん検診等に係る支出になります。２

目健康施設管理費は、健康管理センターすこやかの管理に係る支出になります。

１３１ページをお願いします。８款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金は、

西伯病院が行う健康管理事業などに対しまして、特別調整交付金で交付決定となった金額を西伯

病院のほうに繰り出すものになります。５４７万円を支出しております。

歳出合計としまして、予算現額１３億９７８万７，０００円に対し、支出済額１２億７，３５
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８万３９５円となりました。

続きまして、歳入です。１１９ページをお願いします。１款国民健康保険税は、調定額２億２，

４１４万４，１６６円に対し、収入済額１億８，６１５万４８０円、不納欠損額は１４５万７，

９６０円、収入未済額は３，６５３万５，７２６円でした。現年の徴収率は９６．９％となって

おります。節ごとの内訳につきましては、御覧いただきますようお願いします。

以下、調定額と収入済額は同額ですので、調定額は省かせていただきます。

１２１ページを御覧ください。ちょっと切れてますが、５款県支出金、２項県補助金、１目保

険給付費等交付金です。収入済額は１０億４９４万６，８８５円です。内訳は、普通交付金が９

億６，７４３万１，８８５円、特別交付金が３，７５１万５，０００円です。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金は、収入済額９，０５６万９１８円です。これ

は出産育児一時金、事務費、基盤安定、未就学児均等割保険料、財政安定支援事業に充てるもの

になります。

９款繰越金の収入済額は１，６８８万３，０１１円で、令和３年度からの繰越金です。

１２３ページをお願いします。こちらも切れておりますが、１０款諸収入、２項雑入は収入済

額４１万１，５０７円で、交通事故などの第三者行為や国保喪失後に保険証使用されたことによ

る返納金になります。

歳入合計としまして、調定額１３億３，７０５万１，６８８円、収入済額１２億９，９０４万

８，００２円、不納欠損額１４５万７，９６０円、収入未済額３，６５４万５，７２６円でした。

以上、国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

続きまして、後期高齢を行います。議案書の３ページを御覧ください。議案第４０号、令和４

年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、また決算書の１４６ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。

１番、歳入総額は１億７，３９４万４，７９４円、２番、歳出総額は１億７，１５２万９，２０

１円、３番、歳入歳出差引き額は２４１万５，５９３円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源

はございませんので、５番、実質収支額は２４１万５，５９３円となります。６番、そのうち基

金の繰入額はございません。

１４２ページをお願いします。１款総務費です。予算現額３７８万３，０００円に対し、支出

済額２７１万１，９１６円でした。１項総務管理費は保険証交付に係る事務費、２項徴収費は保
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険料を集めるための事務費になります。

２款分担金及び負担金です。予算現額１億６，７５７万円に対しまして、支出済額は１億６，

３７４万８，９１９円でした。これは徴収した保険料と事務費負担金を後期高齢者医療広域連合

に支出するものになります。

４款保健事業費、１項健康保持増進事業費、１目健康診査費です。予算現額５６２万８，００

０円に対しまして、支出済額４９１万９，１８６円でした。これは健診に係る支出になります。

１４４ページをお願いします。歳出合計は、予算現額１億７，７５０万円に対しまして、支出

済額は１億７，１５２万９，２０１円でした。

続きまして、１３８ページをお願いします。１款後期高齢者医療保険料です。調定額１億１，

７２１万５，１４９円に対しまして、収入済額は１億１，６６８万９７８円、収入未済額は５３

万４，１７１円でした。

４款繰入金は５，０６４万６，２８７円を収入しております。事務費繰入れ分と基盤安定繰入

れ分になります。

５款繰越金は、前年度繰越しとして８５万９，２７１円の収入です。

６款諸収入、２項還付金及び還付加算金は１２万９，３００円を収入しております。これは保

険料の還付をしておりますが、その分が後期高齢からの収入となっております。

１４０ページをお願いします。３項雑入は５６１万１５８円を収入しております。広域連合か

らの健康診査委託金の収入になります。

歳入合計は、調定額１億７，４４７万８，９６５円、収入済額は１億７，３９４万４，７９４

円、収入未済額は５３万４，１７１円でした。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

続きまして、墓苑になります。議案書の４ページをお願いします。議案第４１号、令和４年度

南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、また決算書の１５５ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。

１番、歳入総額は１４６万２，７４０円、２番、歳出総額は１２７万３６９円、３番、歳入歳出

差引き額は１９万２，３７１円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、５

番、実質収支額は１９万２，３７１円となります。６番、そのうち基金の繰入額はございません。

１５３ページをお願いします。歳出から御説明します。１款総務費です。墓地の管理に要する
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経費になります。予算現額７４万円に対しまして、支出済額は６９万７，９６９円でした。委託

料は、西伯墓苑の除草や清掃などの管理委託になります。

２款諸支出金、１項償還金、１目償還金は、西伯墓苑と円山墓地の返還に対しまして使用料を

返還するものになります。予算現額は１０９万８，０００円に対しまして、５７万２，４００円

を支出しております。

歳出合計額は、予算現額２２３万７，０００円に対しまして、支出済額は１２７万３６９円で

ございました。

続きまして、１５１ページをお願いします。歳入になります。１款使用料及び手数料です。調

定額１４９万１，９１０円に対しまして、収入済額は１４６万２，７４０円でした。収入未済額

は２万９，１７０円でした。こちらは墓地の使用料と墓地の手数料になります。手数料は西伯墓

苑からの収入になります。

歳入合計は、調定額１４９万１，９１０円、収入済額は１４６万２，７４０円、収入未済額は

２万９，１７０円でした。

以上、墓苑事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） ここで休憩を挟みます。再開は１５時４０分といたします。

午後３時２４分休憩

午後３時４０分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。

引き続き、町長から提案理由の説明を求めます。

建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。それでは、議案書の５ページをお願いいたします。

議案第４２号、令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１６８ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額が２

億３，０２８万３，１０２円、歳出総額が２億３，０２６万３，１４２円、歳入歳出差引き額が

１万９，９６０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は１万９，９

６０円となります。そのうち基金繰入額はありません。

１６４ページをお願いします。支出から御説明します。１款総務費は、支出済額７，８１７万
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２，２７３円で、不用額は８７１万８，７２７円です。これは主に職員給与費や、処理場など施

設維持管理費を支出しているものです。

次に、２款公債費は、支出済額１億５，２０９万８６９円で、不用額は５９６円です。これは

起債の償還元金と利子になります。

３款予備費の支出はありません。

１６６ページをお願いします。歳出合計ですけれども、支出済額２億３，０２６万３，１４２

円、不用額は８７３万３，８５８円になります。

次に、１６０ページをお願いします。続きまして、歳入の説明をいたします。１款分担金及び

負担金です。調定額４９７万１，４４１円で、収入済額は１９６万円、収入未済額は３０１万１，

４４１円です。

２款使用料及び手数料です。調定額７，５４４万８，１７８円で、収入済額は７，１８２万６

７８円、収入未済額は３６２万７，５００円です。

３款の国庫支出金はありません。

４款繰入金です。調定額９，７６８万３，５６４円で、収入済額は同額です。これは一般会計

からの繰入金になります。

５款繰越金です。調定額１万８，８６０円で、収入済額は同額です。

１６２ページをお願いします。６款諸収入はありません。

７款町債です。調定額５，８８０万円で、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの

借入れです。

歳入合計は、調定額２億３，６９２万２，０４３円で、収入済額が２億３，０２８万３，１０

２円、収入未済額は６６３万８，９４１円です。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

続きまして、議案書の６ページをお願いします。議案第４３号、令和４年度南部町浄化槽整備

事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１７９ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額が５，

９４７万３９２円、歳出総額が５，９４６万５，４７２円、歳入歳出差引き額は４，９２０円で

す。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は４，９２０円となります。その

うち基金繰入額はありません。
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１７７ページをお願いします。歳出から御説明いたします。１款総務費は、支出済額４，３６

８万１，８５２円で、不用額は４３７万７，１４８円になります。これは主に浄化槽の維持管理

費と新設工事費に係るものでございます。

次に、２款公債費は、支出済額１，５７８万３，６２０円で、不用額は１２１円です。これは

起債の償還元金と利子になります。

３款の予備費の支出はありません。

歳出合計は、支出済額５，９４６万５，４７２円で、不用額は４３８万５２８円となります。

１７３ページをお願いします。続きまして、歳入です。１款分担金及び負担金です。調定額１

３１万５，０００円で、収入済額は９０万円、収入未済額は４１万５，０００円です。これは浄

化槽設置に係る分担金です。

２款使用料及び手数料です。調定額２，１２６万８，５０３円で、収入済額は２，０１５万８，

１６７円、収入未済額は１１１万３３６円です。

３款国庫支出金です。調定額１０３万円で、収入済額は同額です。これは浄化槽設置に係る国

庫補助金になります。

４款繰入金です。調定額３，２５８万２，２２５円で、収入済額は同額です。これは一般会計

からの繰入金になります。

５款繰越金と６款諸収入はありません。

１７５ページをお願いします。７款町債です。調定額４８０万円で、収入済額は同額です。こ

れは浄化槽設置工事に係る起債の借入れになります。

歳入合計は、調定額６，０９９万５，７２８円で、収入済額５，９４７万３９２円、収入未済

額は１５２万５，３３６円になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、また議案書に戻っていただきまして、７ページをお願いします。議案第４４号、

令和４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１９２ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額が１

億７，７２６万１３１円、歳出総額が１億７，７１８万２，５８１円、歳入歳出差引き額は７万

７，５５０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は７万７，５５

０円となります。そのうち基金繰入額はありません。
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１８８ページをお願いします。歳出から御説明します。１款総務費は、支出済額７，８６９万

１，５０９円で、不用額は７３０万９，４１３円となります。これは主に職員給与費や、処理場

など施設維持管理費を支出しているものです。

次に、２款公債費は、支出済額９，８４９万１，０７２円で、不用額は６円です。これは起債

の償還元金と利子になります。

３款予備費と１９０ページの４款前年度繰上充用金の支出はありません。

歳出合計は、支出済額１億７，７１８万２，５８１円で、不用額は７３０万９，４１９円とな

ります。

１８４ページをお願いします。続きまして、歳入です。１款分担金及び負担金です。調定額１，

１５１万８，４２１円で、収入済額４５３万円、収入未済額は６９８万８，４２１円となります。

２款使用料及び手数料です。調定額７，２８２万４，３１６円で、収入済額７，０８２万５，

０６１円、収入未済額は１９９万９，２５５円となります。

３款国庫支出金です。調定額１６５万円で、収入済額は同額です。これはマンホールポンプ施

設の改築工事設計業務に係る国庫補助金になります。

４款繰入金です。調定額６，２７８万６，０２０円で、収入済額は同額です。これは一般会計

からの繰入金になります。

５款繰越金です。調定額８９６万９，０５０円で、収入済額は同額です。これは阿賀地内セブ

ン－イレブン前のマンホール更新工事に係るものです。

１８６ページをお願いします。６款諸収入はありません。

７款町債です。調定額２，８５０万円で、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの

借入れになります。

歳入合計は、調定額１億８，６２４万７，８０７円で、収入済額１億７，７２６万１３１円、

収入未済額は８９８万７，６７６円になります。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。議案書の８ページをお願いします。議案第

４５号、令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の２０１ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。１番、
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歳入総額は８，２０８万８，４２４円、２番、歳出総額は７，８３４万４，５８８円、３番、歳

入歳出差引き額は３７４万３，８３６円です。４番、翌年度へ繰り越すべき財源はございません

ので、実質収支額は３７４万３，８３６円となります。そのうち基金の繰入額はございません。

１９９ページをお願いします。歳出から説明します。１款総務費、１項総務管理費、１目維持

管理費です。鶴田の太陽光発電施設の維持管理に係る経費になります。予算現額は３，４３０万

２，７７８円に対し、支出済額は３，３８７万７，６２２円でした。需用費は燃料費や電気料金

になります。役務費は建物共済やケーブルインターネット利用料になります。委託費は警備保守

や電気工作物の保安点検になります。積立金は基金に２，５６５万円を積み立てました。公課費

は消費税になります。

２款環境費は、一般会計にて行っている自然エネルギー関係への補助金として一般会計へ繰り

出したものです。１，４８０万円を支出しております。

３款公債費は２，９６６万６，９６６円を支出しており、電気事業債の償還のための元金と利

息分になります。

歳出合計は、予算現額７，８８７万９，０００円に対しまして、支出済額は７，８３４万４，

５８８円でございました。

続きまして、１９７ページ、お願いします。歳入になります。３款繰越金は、前年度繰越しと

して３７８万１７０円の収入になります。

４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入です。こちらは売電による収入になります。収

入済額は７，８３０万４，８６４円になります。

歳入合計は、調定額及び収入済額は８，２０８万８，４２４円でした。

以上、太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岡田光政君。

○建設課長（岡田 光政君） 建設課長です。それでは、議案書の９ページをお願いします。議案

第４６号、令和４年度南部町水道事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度南部町水道事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の水道事業会計の決算報告書にて説明をしたいと思います。１ページ目から順

に説明のほうをしていきたいと思います。収益的収入及び支出のまず収入です。第１款水道事業

収益は営業収益と営業外収益を合計して、決算額２億１，９３５万５，８０２円です。予算額に

比べて決算額の増減は２４９万２，１９８円の減になっております。
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２ページをお願いします。次に、支出です。第１款水道事業費用は営業費用と営業外費用を合

計して、決算額１億９，６７２万５，０３０円で、不用額は２，８３０万４，９７０円となりま

す。

３ページをお願いします。次に、資本的収入及び支出のまずは収入です。第１款資本的収入は

企業債と出資金を合計して、決算額４，０５３万５，８０９円です。予算額に比べまして決算額

の増減は１３９万９，１９１円の減になります。

４ページをお願いします。続きまして、支出になります。第１款資本的支出は建設改良費と企

業債償還金を合計して、決算額１億２，４３３万６，７６５円で、不用額は３３２万３，２３５

円です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，３８０万９５６円は、当年度損益勘定留

保資金をもって補填するものとしております。

５ページをお願いします。令和４年度南部町水道事業会計の損益計算書です。この計算書は税

抜きの金額になっております。１、営業収益です。これは主に給水収益になります。合計で１億

２，９９４万１，９０５円です。

２、営業費用です。これは主に施設維持管理費や減価償却費になります。合計で１億７，４９

９万２，８８９円で、営業利益としてはマイナスの４，５０５万９８４円になります。

次に、３、営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入になります。合計で７，６

５５万９，２６４円になります。

４、営業外費用です。これは企業債利息が主な支出になっております。

６ページになりますが、合計で１，３０９万４，８９７円となり、営業外の利益としては６，

３４６万４，３６７円となります。

営業利益と営業外利益を合わせた令和４年度の経常利益は１，８４１万３，３８３円となりま

して、５の特別利益と６の特別損失はありませんので、当期の利益としましては１，８４１万３，

３８３円となります。

７ページをお願いします。令和４年度南部町水道事業剰余金計算書になります。令和３年度末

の繰越利益剰余金残高に令和４年度の純利益を加えまして、令和４年度末の繰越利益剰余金残高

はマイナスの１億４，２３７万８，０３２円になります。

８ページをお願いします。令和４年度南部町水道事業会計の貸借対照表になります。初めに、

資産の部から説明します。１の固定資産の合計は９ページの右上になりますけれども、２１億１，

６３７万８，０７９円です。

２の流動資産の合計は、１億３，０８６万３，８１９円となります。
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固定資産と流動資産を合わせた資産の合計は、２２億４，７２４万１，８９８円となります。

次に、負債の部です。固定負債です。これは主に起債の残額で、合計で６億２，７３２万８４

７円です。

次に、４の流動負債です。これは主に起債と未払い金で、合計は１０ページの右上のほうにな

りますけれども、１億３，５２１万４，９９４円です。

次に、５の繰延べ収益です。これは長期前受金で、合計で６億６，３１２万８，６０１円にな

ります。

固定負債と流動負債と繰延べ収益を合わせた負債の合計は、１４億２，５６６万４，４４２円

となります。

次に、資本の部です。６の資本金の合計は、５億９，１８５万２，７９６円です。

７の剰余金の合計は１１ページの右側の中ほどになりますけれども、２億２，９７２万４，４

６０円です。

資本金と剰余金を合わせた資本の合計は８億２，１５７万７，４５６円となりまして、負債と

資本の合計が２２億４，７２４万１，８９８円となります。

１５ページをお願いいたします。次に、令和４年度の南部町水道事業の報告になります。

概要の総括事項として順次説明していきたいと思います。初めに、１番の老朽施設についてで

す。令和元年度から実施してきました円山地区の配水管の布設替えについては、令和４年度に４

工区の配水管の布設替えを５３４．８メートル実施しました。その結果、円山地区の配水管の布

設替えを完了することになりました。

また、令和４年度は東西町１工区、西町地内ですけれども、こちらのほうの設計業務を実施し

ておりまして、令和５年度より東西町地区の配水管の布設替えを順次進めていきたいというふう

に考えております。

次に、２の水道料金についてです。新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援対策として令和

４年７月から令和５年３月請求分までの基本料金を免除を実施したため、給水収益のほうは大幅

に減少し、令和４年度の給水収益は１億２，７４３万９，０００円となりました。なお、基本料

金減免による減収分につきましては、町の補助金により補填をされております。

次に、３の経営についてです。収入面では、給水収益は基本料金減免により前年比で２４．２

％の減少になりました。水道加入金についてはアパートの新築が２棟ありまして、それを含めま

して１１１万５，０００円の収入となりましたけれども、前年に比べますと６６．３％の減少に

なりました。
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支出面では、動力費は電気料金価格が上昇したために、前年比で９．９％の増加になりました。

修繕費につきましては、寒波による本管凍結破損が少なかったため、前年比で４．５％の減少と

なりました。

しかしながら、主要な支出項目である動力費は前年度よりも増加しましたけれども、修繕費、

減価償却費及び企業債の支払い利息が減少したために、本年度の純利益は１，８４１万３，００

０円と、黒字の経営となりました。今後も経費節減や事業の効率化を徹底するとともに、料金収

入や施設の更新、維持管理費用などを中長期的に見据えながら財政の健全化を図っていきたいと

思います。

１６ページをお願いします。次に、給水状況についてです。令和４年度末の給水人口は１万３

０８人、給水件数は４，１０６件、年間有収水量は１１０万８，７２１立方メートル、有収率は

８７．８％となっています。

次に、収益的収入及び支出に係る事業についてです。総収益は２億６５０万１，０００円です。

総費用は１億８，８０８万８，０００円で、当年度の純利益は１，８４１万３，０００円の黒字

です。以前に作成しましたシミュレーションでは１，８４４万４，０００円を見込んでおりまし

たので、ほぼ同額というふうな結果になりました。

１７ページをお願いします。次に、建設工事の概要です。令和４年度は上水道区域において、

拡張工事として先ほども言いました円山地の老朽管の布設替え工事を行いました。また、先ほど

も言いましたけれども、東西町地区では令和５年度から布設替え工事のほうを実施するというと

ころで、令和４年度は測量設計のほうを行いました。

次に、支払い額が１０万円以上の修繕工事の概要です。上水道区域では３４件でした。令和３

年度は４５件でしたので、減少しているというところです。本管に関わる修繕件数は、令和３年

度とほぼ同じく１９件になりました。

１８ページをお願いします。旧簡水区域では６件でございました。令和３年度は４件でしたの

で、ほぼ同じというところになっております。

ちょっと少し飛びますけれども、２２ページをお願いします。企業債の概要になります。まず、

上水道事業の年度末残高は、５億６，９９２万６，５６４円です。簡易水道事業は１億３，２３

０万３，１２７円で、合計しまして７億２２２万９，６９１円となります。

明細につきましては、２９ページと３０ページに一覧でまとめておりますので、御覧いただき

たいというふうに思います。

２３ページをお願いします。令和４年度のキャッシュ・フローの計算書になります。資金期末
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残高につきましては、３月末の現金は一番下になりますけれども、７，８８７万４，６８４円で

す。

なお、２４ページからは明細書となっておりますので、お読み取りのほうをお願いいたします。

また、毎年度御用意させていただいてます３条の経常収支と４条の資本的収支の推移計算表に

つきましては、今回も予算決算常任委員会のほうで説明させていただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者でございます。私のほうからは、議案第４７

号及び第４８号について御説明をさせていただきたいと思います。議案書のほうの１０ページを

お願いしたいと思います。議案第４７号、令和４年度南部町病院事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度南部町病院事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付する。

そうしますと、別冊で用意しております南部町病院事業会計決算報告書のほうを御覧いただけ

ればと思います。

まず、１ページをお願いします。１、収益的収入及び支出であります。収入については、第１

款病院事業収益の決算額は２４億６００万７，２３９円となり、予算額に対して１億７，７５９

万３，７６１円の減となりました。医業収益の主なものは入院収益１１億９，０００万円、外来

収益３億９，０００万円、医業外収益の主なものは補助金５億９，０００万円となっております。

また、支出についてでございますけども、第１款病院事業費用の決算額は２３億６，１１２万

４６円となり、予算額に対して１億６，７３４万７，９５４円の減となりました。医業費用の主

なものは給与費１４億２，０００万円、材料費１億７，０００万円、経費４億５，０００万円及

び減価償却費１億７，０００万円となっております。

この結果、収入、支出の差引き額は約４，４００万円の黒字となりました。

２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出についてでございます。収入。第１款資本

的収入の決算額は１億２，３５８万６，２０１円。

支出。第１款資本的支出の決算額は２億５，６４１万６３１円となりました。また、公営企業

法の規定により、翌年度繰越額が３，００３万円であります。

支出のうち建設改良費の主なものは、移動型のエックス線透視診断装置、あるいは大腸ビデオ

スコープ、外来ロビーチェアの購入等であります。
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なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する１億３，２８２万４，４３０円は、過年度分損

益勘定留保資金をもって補填することとしています。

次に、３ページをお願いします。病院事業会計の損益計算書であります。入院及び外来診療に

係る医業収益は１７億１，６０９万６，８６３円であり、これに対する給与費、診療材料費等の

医業費用は２２億４，０１２万３，５９５円となりました。差引き、医業利益は５億２，４０２

万６，７３２円の赤字となったところでございます。

一方、町からの繰出金やコロナ関連の補助金などの医業外収益が６億７，８２６万８，４１５

円であり、企業債の利息など医業外費用は１億１，０６６万２３円となり、医業利益と合わせた

経常利益は４，３５８万１，６６０円の黒字となりました。

以下、４ページから剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を記載しておりま

すので、御覧いただければというふうに思います。

飛びまして、１０ページをお願いします。病院事業の事業報告についてであります。ダブる分

もありますんで、ポイントを説明させていただきたいと思いますが、先ほどもお話しさせていた

だいたとおり、令和４年度の経常利益は４，３５８万１，６６０円となり、２年連続で黒字を計

上することができました。

患者数については入院、外来ともに前年度を下回りましたが、その中でも小児科の外来患者数

が増加していることは明るい傾向と考えております。

入院収益については、患者数は減少したものの、新型コロナウイルス感染症患者の受入れによ

り診療単価が増加し、前年度に比べ３，１１４万７，０００円の増収となりました。

医業費用は、体制強化のための増員、看護職員の処遇改善手当の支給などによる給与費の増、

光熱水費、燃料費の増、電子カルテ更新に伴う減価償却費の増などにより、前年度より５，７６

４万２，０００円増加したところであります。

資本的収支については、補助金等を活用し、先ほども申しました移動型のデジタルエックス線

透視診断装置の更新などにより医療の質の向上に努めたほか、外来待合ロビーチェアを更新する

など、感染防止対策にも努めたところであります。

令和４年度も黒字決算となりましたが、人口減少により患者数が減少するという局面を迎えて

いる一方で、施設の老朽化による維持管理費が増加するなど、病院経営は非常に厳しい状況にあ

ります。本年３月に持続可能な地域医療体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインに

基づく西伯病院経営強化プランを策定したところでございます。監査委員の意見にもありますと

おり、地域から求められる役割を西伯病院が果たせるよう、行政ともよく連携を取りながら病院
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経営に当たってまいりたいと考えているところでございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いします。

続きまして、議案書の１１ページをお願いします。議案第４８号、令和４年度南部町在宅生活

支援事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度南部町在宅生活支援事業会計決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、別冊で用意しております在宅支援事業の決算報告書をお願いしたいと思います。１

ページを御覧いただきたいと思います。収益的収入及び支出についてでございます。第１款在宅

生活支援事業収益につきましては、決算額５，９３８万３，７７９円となり、予算額に対して３

９９万７，７７９円の増となりました。

支出については、第１款在宅生活支援事業費用、決算額４，４７２万７，６１２円となり、予

算額に対して３０８万１，３８８円の減となりました。

２ページのほうを御覧いただきたいと思います。２ページのほうで損益計算書を添付しており

ます。

居宅介護及び訪問看護に係る訪問看護収益につきましては５，９３８万３，３４４円。

一方、これに対する給与費、材料費等の訪問看護費用は４，４３０万１，１４６円となり、差

引き、訪問看護利益につきましては１，５０８万２，１９８円の黒字となりました。

その他収益及びその他費用を含めたところで、経常利益につきましては１，４６５万６，１６

７円の黒ということになったところでございます。

以下、３ページ以降に剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を記載しており

ますので、御覧いただきたいと思います。

飛びまして、８ページをお願いします。在宅生活支援事業の事業報告を添付しております。

先ほども御説明させていただいたとおり、事業収益は５，９３８万４，０００円と、前年より

増収となりました。これは訪問看護の利用者数が増加したこと及び在宅で療養するコロナ患者に

対する支援に対する協力経費の増加によるものであります。

精神科患者の地域移行や在宅復帰が推進される状況にあり、また、医療ニーズの高い在宅療養

者が増加する現状において、訪問看護サービスの提供体制の充実が求められているところであり

ます。引き続き体制の維持強化を図りながら、町民の皆様の期待に沿えるよう取り組んでまいり

たいと考えているところでございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いします。
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○議長（景山 浩君） 令和４年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見

書が提出されておりますので、審査の結果について仲田代表監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、仲田和男君。

○監査委員（仲田 和男君） 監査委員の仲田でございます。令和４年度南部町一般会計、特別会

計及び企業会計を法令に基づき監査を行い、次のとおり審査意見書を提出いたします。お手元の

審査意見書を御覧ください。

まず、１ページをお願いいたします。第１、審査の概要でございます。

期間及び場所につきましては、令和５年７月１０日から７月２８日まで、監査委員室におきま

して、細田委員と共に監査を実施いたしました。

２、審査の対象は、記載の事業でございます。

２ページをお願いいたします。審査の方法は、１から５の諸点につきまして、関係諸帳簿及び

証拠書類の照合精査をするとともに執行部より説明を求め、監査を実施いたしました。

４、審査のため説明を求めた部局は、記載の部局でございます。

第２、審査の結果でございます。

１、審査計数の状況。

町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、

決算計数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の

計数につきましても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないことを認めました。

３ページをお願いいたします。第３、一般会計、特別会計。１、一般会計、特別会計の概要で

ございますが、執行部より説明がなされますので、省略いたします。

４ページをお願いいたします。２、一般会計、特別会計の審査意見でございます。

１、令和３年度にデジタル推進課が設置され、デジタル技術の活用により町民の利便性向上と

業務の効率化が取り組まれ、コネクテッドカーの導入やデジタルリーダーの活動など、先進的な

事業が進められております。さらにデジタル技術を活用し、事務の省力化や効率化につなげる余

地があると思われますので、取組を加速させ、効果を広げていただきたいと思います。

２、人口減少は南部町の大きな政策課題であります。移住・定住促進対策として様々な事業の

施策が実施され、一定の成果が得られております。さらに事業効果を上げるため、宅地開発促進

事業について、市場調査を基に制度の見直しを検討するなど、事業の実績につなげていただきた

いという具合に思います。

第４、財政健全化判断比率。町長より提出された基礎資料に基づき、健全化判断比率及び資金
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不足比率について審査いたしました。

１、健全化指標の概要につきましては、執行部より説明がなされますので、省略いたします。

２、健全化指標の審査意見でございます。

それぞれの指標について、早期健全化基準内であることを確認いたしました。単年度実質公債

費比率は年次的に低下し、公営企業債等の他会計に対する将来負担見込額も減少しております。

今後も公営企業等の事業経営の安定化を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減など、

計画的な財政運営の維持と公営企業会計等に対する一般会計からの繰出金に対しては注意を払い、

取組をお願いしたいと思います。

５ページをお願いいたします。第５、企業会計でございます。

１、水道事業会計。概要については省略いたします。

２、水道事業会計の審査意見でございます。

令和４年度は民間施設の開設に伴い、料金収入、加入金等の増により黒字決算となりました。

また、更新計画に基づく老朽管更新事業は着実に実施されております。引き続き適正管理の下、

水道の安定供給に努めていただきたいと思います。

６ページをお願いいたします。２、病院事業会計でございます。概要につきましては省略いた

します。

２、病院事業会計の審査意見でございます。

西伯病院の経営を取り巻く状況は、人口減少による入院、外来患者の減少、設備の更新、施設

の維持管理費の増等、今後も厳しいものがありますが、令和４年度に策定した経営強化プランに

より、西伯病院の果たすべき役割、機能等を熟慮しながら、行政と一体となった病院経営に引き

続き努力をお願いいたします。

３、在宅生活支援事業会計でございます。概要は省略いたします。

２、在宅生活支援事業会計の審査意見でございます。

続く新型コロナ禍にあって、訪問看護業務を自宅療養のコロナ軽症患者を含め行っております。

今後も在宅医療の需要は大きく、利用者のニーズに応えるよう体制等の充実を検討お願いいたし

ます。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これで監査報告を終わります。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日８日の議会に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。お疲れさまでした。

午後４時３１分延会
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